
費用の配賦（個別原価算定）の概要

○ 特定需要（規制部門）、非特定需要（自由化部門）への費用の配賦につきましては、経済産業省令（みなし小売電気事業者特定小売供給約款料
金算定規則）に基づき、費目ごとに積み上げた会社全体の原価（総原価）を、その機能や性質に応じて両部門へ配賦しております。

○ 配賦の結果、特定小売料金原価は、送配電非関連費556億円と送配電関連費213億円の計769億円となりました。
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(※)保留原価：購入・販売電力料、原子力廃止関連仮勘定償却費、事業税、電力費振替勘定(貸)、電気事業雑収益、預金利息、賠償負担金相当収益、廃炉円滑化負担金相当収益
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【⑥送配電関連費の算定】
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